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平成１７年（排）第１５号 

排  除  命  令  書 

 

             東京都港区東新橋二丁目１８番３号 

              株式会社日本ホームクリエイト 

               同代表者 代表取締役 石 田  誠 

 

 公正取引委員会は，上記の者に対し，不当景品類及び不当表示防止法（以下「景

品表示法」という。）第６条第１項の規定に基づき，次のとおり命令する。 

 

            主    文 

     １ 株式会社日本ホームクリエイトは，「スーパーハイドロ

マスター」と称する家庭用品の取引に関し，一般消費者の

誤認を排除するために，平成１６年６月ころから平成１７

年１２月５日ころまでの間一般消費者に配布していたパン

フレットにおいて，当該商品を用いて水道水から生成され

る飲用水には，にんじんやレモンに匹敵する抗酸化力があ

り，同水を飲用することにより体内の活性酸素を消去でき

るかのように表示しているが，かかる表示は，当該商品の

内容について，一般消費者に対し，実際のものよりも著し

く優良であると示すものである旨を速やかに公示しなけれ

ばならない。この公示の方法については，あらかじめ，当

委員会の承認を受けなければならない。 

     ２ 株式会社日本ホームクリエイトは，今後，「スーパーハ

イドロマスター」と称する家庭用品又はこれと類似の商品

の取引に関し，前項の表示と同様の表示が行われることを

防止するための措置を講じ，これを自社の役員及び従業員

並びに自社に登録している，「スーパーハイドロマスタ

ー」と称する家庭用品の販売を行う総括販社等と称する販

売員に周知徹底させなければならない。 

     ３ 株式会社日本ホームクリエイトは，今後，「スーパーハ

イドロマスター」と称する家庭用品又はこれと類似の商品

の取引に関し，表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらか

別添２ 



 

 ２ 

じめ有することなく前項と同様の表示をしてはならない。 

     ４ 株式会社日本ホームクリエイトは，第１項に基づいて行

った公示及び第２項に基づいて行った措置について，速や

かに文書をもって当委員会に報告しなければならない。 

 

            事    実 

１ 株式会社日本ホームクリエイト（以下「日本ホームクリエイト」という。）は，

肩書地に本店を置き，家庭用品等の販売業を営む事業者である。 

２ 日本ホームクリエイトは，水道水からミネラル還元水素水と称する水を生成す

ることを標ぼうする「スーパーハイドロマスター」と称する商品（以下「スーパ

ーハイドロマスター」という。）について，同社に登録している総括販社，販社，

代理店，特約店，シニアアドバイザー及びアドバイザーと称する販売員を通じて

一般消費者に販売している。 

３ 日本ホームクリエイトは，スーパーハイドロマスターを販売するに当たり，平

成１６年６月ころから平成１７年１２月５日ころまでの間一般消費者に配布して

いたパンフレット（別添写し）において，「体内に潜む活性酸素は、生活習慣病

をはじめさまざまな病気の原因とされています。」と記載した上 

(1) 「抗酸化力の強い水 抗酸化食品の代表であるにんじんやレモンを毎日食べ

るほどの量になります。」と 

(2) 「スーパーハイドロマスターのミネラル還元水素水が、活性酸素を取り除き、

健やかな毎日を応援します。」と 

(3) 「体内の還元を助ける救世主、ミネラル還元水素水。私たちの体を酸化させ、

蝕んでいく活性酸素。この活性酸素を抑制するには、体内で酸化の逆＝還元を

行なえばよいということになります。そこで必要になるのが「活性水素」。活

性水素は活性酸素と結びつき還元して体に無害な水になります。そして水とミ

ネラルが、この活性水素を体内に取り込むための媒体となるのです。ミネラル

還元水素水が活性酸素に蝕まれた体を改善できるのはそのためで、その力はさ

まざまな実験で実証されています。」と 

それぞれ記載することにより，あたかも，スーパーハイドロマスターを用いて水

道水から生成される飲用水には，にんじんやレモンに匹敵する抗酸化力があり，

これを飲用することにより，体内の活性酸素を消去できるかのように表示してい

る。 

４ 公正取引委員会は，前記３(1)ないし(3)の表示について，景品表示法第４条第



 

 ３ 

１項第１号に該当する表示か否かを判断するため，同条第２項の規定に基づき，

日本ホームクリエイトに対し，期間を定めて，当該表示の裏付けとなる合理的な

根拠を示す資料の提出を求めたところ，日本ホームクリエイトは，当該期間内に

当該表示の裏付けとする資料を提出したが，当該資料は，当該表示の裏付けとな

る合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

５ 本件について，当委員会が調査を開始したところ，日本ホームクリエイトは，

平成１７年１２月５日以降，前記３の表示を取りやめている。 

 

            法 令 の 適 用 

 上記事実によれば，日本ホームクリエイトが行っている表示は，景品表示法第４

条第２項の規定により，スーパーハイドロマスターの内容について，一般消費者に

対し，実際のものよりも著しく優良であると示すことにより，不当に顧客を誘引し，

公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示とみなされるものであって，

かかる行為は，同条第１項第１号の規定に違反するものである。 

 よって，主文のとおり命令する。 
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